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【関係法令・通知】
「教育の機会確保法」H29.2施行
「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」R1.10文科省
「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策『ＣＯＣＯＬＯプラン』」R5.3文科省
「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について」R6.8文科省

【児童生徒の不登校の実態（草加市）】
Ｒ４ 小学校１３９人 中学校３９９人 計５３８人
Ｒ５ 小学校１８６人 中学校３９４人 計５８０人
Ｒ６ 小学校２１０人 中学校３８７人 計５９７人
※学校が把握した事実 生活リズムの不調 やる気が出ない 不安・抑うつ 等
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・学習補助員、学習指導補助員（全小中学校） ・スクールソーシャルワーカーの派遣（全中学校区）
・学級支援員（全小学校） ・スクールカウンセラーの配置（全小中学校）
・特別支援教室児童担当指導員の派遣 ・さわやか相談員の配置（全中学校）
・校内教育支援センター「ひだまり」支援員の配置（小学校６校）

・さわやか相談室の設置（全中学校）・校内教育支援センター「ひだまり」の設置（全小学校）
・ふれあい教室の開設 ・臨床心理士による相談、カウンセリング
・ステップルームの開設 ・埼玉県メタバース空間を活用した不登校児童生徒等支援事業への参加

・わかる授業の工夫 ・保護者・地域との連携強化
・親和的な学級経営、絆づくり（Ｑ-Ｕ検査） ・将来に向けた生活習慣づくり、生徒指導
・豊かな心の育成（道徳教育の充実） ・ＩＣＴの効果的活用
・いじめ撲滅の推進 ・欠席中の学習評価

〇児童生徒が学校を欠席したときに、学校が組織的に対応
・欠席１日 電話連絡 ・欠席３日 家庭訪問 ・欠席７日 支援チーム（支援シート作成）

〇学校のみでの対応が難しい状況については、新たに支援体制を組んで対応を行う。
・スクールカウンセラー、臨床心理士への相談 ・スクールソーシャルワーカーの活用 ・ふれあい教室の活用 ・ステップルームの活用
・埼玉県メタバース空間を活用した不登校児童生徒等支援事業の活用
・こども家庭課や地域ケアそうか、社会福祉協議会との連携 ・福祉、医療機関への相談 等

【関係機関】・幼稚園、保育園、認定こども園 ・こども家庭課 ・フリースクール、親の会、放課後等デイサービス等の民間団体
・地域ケアそうか ・社会福祉協議会 ・福祉楽団 ・児童相談所 ・福祉、医療機関 ・警察等

誰一人取り残す
ことのない支援

不登校の児童生徒全ての学びの場の確保、「チーム学校」での支援、誰もが安心して学べる魅力ある学校づくり

・学校支援指導員による相談・指導 ・草加市立小中学校問題解決支援チーム（チーム3S）
・特別支援教育研修会（通常学級担任対象） ・草加市不登校対策研修会の開催

不登校を生まない支援 不登校児童生徒への支援

令和９年度目標値（発生率）

小学校 0.60%
中学校 4.22%
※令和元年度水準
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